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米の産地品種銘柄の設定方法の見直しについて（案）

現 状 課題・要望 見直しの方向

産地品種銘柄 （銘柄数：537） 選択制（仮称）の導入

○ 産地品種銘柄は、都道府県ごと ○ 産地品種銘柄を都道府県ごとに次の
に設定 二つに区分

① 必須銘柄
《例》
山形県の産地品種銘柄数 １８銘柄 ② 選択銘柄
はえぬき、ひとめぼれ、コシヒカリ、 生産者サイド
あきたこまち、ササニシキ、つくばSD1号、

どまんなか、夢ごこち、夢いっぱい、 出回りが少量の品種は、
ミルキークイーン、里のゆき、はなの舞い、 有望であっても産地品種
花キラリ、さわのはな、キヨニシキ、 銘柄になりにくいが、少
まなむすめ、トヨニシキ、スノーパール 量でも銘柄に設定できる

仕組みを要望

【要件】 【要件】

○ 県の奨励品種及び市町村等一定 ○ 選択銘柄については、鑑定可能な登
の地域でまとまった取組みがあり、 録検査機関が１以上あること
拡大が見込まれるものに限定

登録検査機関 (機関数：1,390） 登録検査機関 登録検査機関

○ 都道府県の区域ごとに登録 銘柄が多くなると、全
○ 登録検査機関の検査員に、区域 ての銘柄について、鑑定 ①の必須銘柄は、鑑定を義務付け
とする都道府県の産地品種銘柄の することは困難
全てにつき、鑑定することを義務 （→検査精度の低下につ ②の選択銘柄は、登録検査機関が選択
付け ながるおそれ）
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注： 　仕分品種とは、自主流通制度において、産地品種銘柄以外で新規育成品種又は奨励普及段階にある品種について、出荷業者が需要者
団体の同意を得て設定している品種である。

水稲うるち玄米の産地品種銘柄数の推移
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仕分品種数

産地品種銘柄数

○平成１８年
　検査完全民営化

○平成１３年
　検査民営化移行開始
　検査証明がＪＡＳ法の表
示の根拠となり、従来の仕
分品種の銘柄設定に伴う
増加

○平成１０年
　政府米の銘
柄区分の変
更に伴う増加

○昭和５４年
　政府買入価格
の銘柄間格差の
導入に伴う増加

○昭和４４年
　米の自主流通制度の発足
に伴い、良質米生産奨励の
観点から、水稲うるち玄米
に産地品種銘柄を設定


